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年度末退職者の手続きのご案内【年金編】

　これまで、退職するすべての組合員の方に退職時の年金関係手続きをお願いしていましたが、令

和７年度末（令和８年３月31日）退職者から手続きが以下の取扱いになりますのでご注意ください。

　退職してから年金の支給開始年齢に到達するまでの間に住所や氏名に変更があった場

合は、待機者登録情報の変更の手続きが必要となります。必ず「年金待機者異動報告書（公

立学校共済組合本部ホームページに様式の掲載有。）」を本部宛てに提出してください。

静岡支部から所属所宛てに送付される

氏名等が印字された退職届書等を作成

のうえ、所属所を経由して提出

※　短期組合員が退職する場合は、これまで「退職届書」の提出が必要でしたが、退職に伴う資格関係の
提出書類「組合員異動報告書」が短期組合員の「退職届書」を兼ねるものと整理して一本化したため、
令和７年度末以降に退職する短期組合員の年金関係の手続きは不要となります。

①　人事主管課等から提供された退職者情報
に基づき、年度末に退職される一般組合員
の方へ所属所経由で退職届書等をお送りし
ます。

②　退職届書等を作成し、公立学校
共済組合静岡支部宛てに所属所経
由で提出してください。

③　年金の受給権がある方は、年金額改定の
手続き・年金の在職停止の解除を行います。

　　年金の受給権がない方は、将来年金を受
給するために必要な年金待機者の登録手続
きを行います。

特　　　　　集
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　国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方については、国民年金に加入することが義務づ

けられています。退職する場合には、共済組合の年金制度から脱退すると共に、国民年金制

度からも脱退することになるため、60歳前に退職する組合員及び退職する組合員に扶養され

ている60歳未満の配偶者については、新たに国民年金への加入手続きが必要となります。

・任意継続組合員制度への加入手続きとは別の手続きになりますので、ご注意ください。

・加入手続きには、公立学校共済組合からの「脱退証明書」の提出が必要になりますので、

最終所属所長に証明書を依頼してください。

・日を空けずに再就職し、再就職先で厚生年金に加入する場合には、厚生年金を通して

国民年金に加入するため、自分自身で国民年金に加入する必要はありません。

・就職しない

・自営業をする

・第２号、第３号に該当しない

・第２号被保険者（配偶者）に

　扶養される

・公務員として再就職し、共済組合に

加入する

・民間企業に再就職し、厚生年金に加

入する

・私立の学校に再就職し、私学共済に

加入する

国民年金

第１号

被保険者

国民年金

第２号

被保険者

国民年金

第３号

被保険者

再就職先の担当者に手続き

を確認してください。

退職後、14日以内にお住ま

いの市区町村で本人が手続

きをしてください。

第２号被保険者（配偶者）

の勤務先の担当者に手続き

を確認してください。

不明な点がありましたら
担当あて

お問い合わせください！

特　　　　　集
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年度末退職者の手続きのご案内【組合員資格編】

給付担当　054－221－3135・3136・3180

短期給付事業キャラクター
タンキちゃん

特　　　　　集
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年度末退職者の手続きのご案内【組合員資格編】

給付担当　054－221－3135・3136・3180

短期給付事業キャラクター
タンキちゃん

特　　　　　集
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年度替わりに伴う被扶養者の手続きのご案内
　この春、被扶養者であるお子様が大学を卒業されたり、就職されたりする方も多いと思います。

就職されたときなどは、被扶養者の認定取消の手続きが必要になります。

　また、扶養手当の受給終了や開始に伴って区分変更の手続きが必要となる場合もあります。以

下を参考に、被扶養者や組合員本人の状況に変化がある場合は、手続きをお願いします。

〈扶養手当の受給が終了する事例〉
・お子様が満22歳到達の年度末を迎えた場合

・組合員が本務職員から暫定再任用フルタイム勤務職員等になり、扶養手当支給対象外となった場合

・配偶者に係る扶養手当の廃止（令和７年度から段階的に廃止）に該当する場合

〈扶養手当の受給が開始する事例〉
・組合員が暫定再任用フルタイム勤務職員や会計年度任用職員から

　臨時的任用職員・任期付職員となり、扶養手当支給対象となる場合

給付担当　054－221－3135・3136・3180

◆以下の質問票でお手続きが必要かご確認ください。

〈被扶養者としての収入要件について〉

※被扶養者として
の要件を満たして
いるか引続き確認
をお願いします

☆認定取消の手続きが必要となる事例
・就職先で健康保険に加入した方

・就職（健康保険に加入しない）や契約変更等で、恒常的な収入が認定基準月額以上となる方

・毎月の収入が一定でないアルバイト等で、３ヶ月連続で認定基準月額以上となる方や過去一年間

の収入が認定基準年額を超えた方など

★区分変更の手続きについて
区分変更の手続きとは、普通認定から特別認定、又は、特別認定から普通認定へ、被扶養者の認定

区分を変更する手続きのことです。

・普通認定・・・扶養手当の支給対象の方

・特別認定・・・扶養手当の支給対象でない方、扶養手当の支給対象者のうち株等の収入のある方

お　知　ら　せ
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貸付事業キャラクター
おたすケロ

福祉担当　054－221－3181・3182

教育貸付けのご案内

退職・転出時に貸付金未償還金があるとき

詳細は当支部HP
教育貸付けページを
ご覧ください！

（申込書など様式は、当支部ホームページからダウンロード可能）

お　知　ら　せ
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育休・産休から復職して報酬が下がったら……

　育児休業等から復職後、育児部分休業や育児短時間勤務などの取得により報酬が変動

し、復職前の標準報酬月額と復職後の標準報酬月額の間に１等級以上の差がある場合、

申出をすることにより標準報酬月額を改定することができます。

■　対象者

　次の４つの要件をすべて満たした方。

・育児休業等を終了した方

・育児休業等終了時改定の申出を行った方

・育児休業等終了日において当該休業に係る３歳未満の子を養育している方

・育児休業等を終了した日の翌日において、産前産後休業を開始していない方

■　提出書類

◎標準報酬育児休業等終了時改定申出書

　産前産後休業から復職後、報酬が変動し、復職前の標準報酬月額と復職後の標準報

酬月額の間に１等級以上の差がある場合、育児休業等終了時改定と同様に標準報酬月

額を改定することができます。

■　対象者

　次の４つの要件をすべて満たした方。

・産前産後休業を終了した方

・産前産後休業終了時改定の申出を行った方

・産前産後休業終了日において当該休業に係る子を養育している方

・産前産後休業を終了した日の翌日において、育児休業等を開始していない方

■　提出書類

◎標準報酬産前産後休業終了時改定申出書

管理担当　054－221－３１３７・３１３８

※　当支部ホームページから様式をダウンロード（組合員専用ページ(ログイン) → 様式ダウンロード

 → 掛金関係 → 「３標準報酬産前産後休業終了時改定申出書」）

※　当支部ホームページから様式をダウンロード（組合員専用ページ(ログイン) → 様式ダウンロード

 → 掛金関係 → 「２標準報酬育児休業等終了時改定申出書」）

お　知　ら　せ
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３歳未満の子を養育している方へ

　育児休業から復職した方が３歳未満の子を養育している場合に、育児部分休業や育児短時

間勤務などの取得によって子の養育前より標準報酬月額が低下することが考えられます。標

準報酬月額の低下によって将来の年金額に影響が及ぶことを防ぐために、３歳未満養育特例

の制度があります。申出をしていただくことで、子の出生月の前月の標準報酬月額で年金額

の算定を受けることができます。

■　対象者

　３歳に満たない子を養育している一般組合員の方で、養育特例の申出をした方。

※　掛金・保険料が免除となる育児休業等・産前産後休業中は本特例の対象外です。

■　対象期間

◎始期

　「養育の特例を開始した日」（子が出生した日等）の属する月

◎終期

　「養育しないこととなった日」（子が３歳に達した日等）の翌日の属する月の前月

■　提出書類

◎３歳未満の子を養育する旨の申出書

　【添付書類】

　・戸籍謄本又は戸籍抄本

　・住民票の写し又は記載事項証明書

　※　申出書に子の個人番号（マイナンバー）を記載する場合は添付書類を省略できます。

■　提出期限

特例を受けることのできるときから２年以内。

２年を過ぎて申出した場合、申出日から２年間のみ遡及して適用できます。

特例期間中に産休・育休（掛金免除）を開始したとき等は、

◎「３歳未満の子を養育しない旨の申出書」を提出してください。

※　子が３歳に到達したときは提出不要です。

管理担当　054－221－３１３７・３１３８

※　各提出書類は当支部ホームページから様式をダウンロード（組合員専用ページ（ログイン）

 → 様式ダウンロード→掛金関係）

お　知　ら　せ
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海外居住等の介護保険に関する手続き

給与から掛金等の控除ができないときの納入方法は？
　共済組合の掛金等は毎月組合員の給与から控除され、共済組合に納められています。

　休業等の事由により給与が支給されなかった場合や支給された給与から掛金等を控除でき

ない場合の掛金等の徴収については、原則として下記のとおりとなります。

※　掛金等の振込みに係る手数料は自己負担となります。

※　産前産後休業及び育児休業以外での掛金等の免除はありません。

※　介護休暇など翌月の給与にて調整が行われる休暇を取得される方については、給与

から掛金を控除できなかった月分のみ「振込金額等明細書」を送付します。

※　病気休業でも給与が支給される８割休職等の場合は、毎月の給与から掛金等が控除

されます。

管理担当　054－221－３１３７・３１３８

※　当支部ホームページから様式をダウンロード（組合員専用ページ(ログイン) → 様式ダウンロード

 → 掛金関係 → 「１介護保険第２号被保険者資格取得・喪失届書」）

　40歳以上65歳未満の組合員は、介護保険第２号被保険者に該当するため、介護掛金の徴収

を行いますが、日本国内に住所を有しなくなったときは被保険者の資格を喪失するため、掛

金の徴収を行いません。

　なお、日本に帰国し、国内に住所を有することとなったときは、再び被保険者の資格を取

得するため、掛金の徴収を再開します。

　該当する方は、下記の書類を所属所経由で共済組合に提出する必要があります。

＜日本を出国するときの提出書類＞
・介護保険第２号被保険者資格取得・喪失届書※

・転出日が記載された住民票の写し

＜日本に帰国したときの提出書類＞
・介護保険第２号被保険者資格取得・喪失届書※

・転入日が記載された住民票の写し

海外勤務する場合や配偶者の

海外勤務に同行し休業する

場合の方が対象となります。

お　知　ら　せ
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「子ども・子育て支援金制度」の掛金の徴収がはじまります
　子ども・子育て支援金制度は、子どもや子育て世帯、これから結婚・子育てを考えられる

若い世代を全世代・全経済主体で応援する仕組みです。

■開始時期

令和８年４月分の給与から徴収されます。

■保険料

標準報酬月額×支援掛金率

※　こども家庭庁が試算する令和８年度の見込み保険料は、平均350円とされています。

■納付対象者

全世代

※　任意継続組合員の皆様も納付対象となります。

　公立学校共済組合は、組合員・任意継続組合員の皆様と事業主から子ども・子育て支援掛金・

負担金を徴収し、子ども・子育て支援納付金として国へ納付する役割を担います。

管理担当　054－221－３１３７・３１３８　給付担当　3135・3136・3180

※任意継続組合員は、地方公共団体等の事業主負担分に

　ついても払い込む必要があります。

お　知　ら　せ
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これからの暮らしにマイナ保険証

被扶養者認定の年間収入の取扱いが変更されます！

給付担当　054－221－3135・3136・3180

高齢受給者証や限度額適用認定証などが不要

久的な取扱いとなりました。

取り扱うこととなります。

含まないこととなります。

福祉担当　054－221－3181・3182

5,952円～ 7,110円～ 12,500円～14,300円～

お　知　ら　せ
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福祉担当　054－221－3181・3182

5,952円～ 7,110円～ 12,500円～14,300円～

ベネフィット・ステーション事業
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令和８年度人間ドック・脳ドックの申込みはお済みですか？

福祉担当　054－221－3181・3182

　令和８年度人間ドック及び脳ドックの第１期申込みが始まっています！

　人間ドック及び脳ドックの受診を希望する場合、申込みをしないと公立学校

共済組合の助成を利用することができませんので、お申込み忘れのないように

ご注意ください。

※令和８年４月１日時点で組合員資格があり、１年以上の任用が見込まれる方が
申込みの対象となります。
※令和８年４月１日以降、組合員資格を喪失した場合は、共済組合の助成を利用
することができず、全額自己負担となりますのでご承知おきください。

　申込方法、受診者負担金額及び検査項目等の詳細については、令和８年１月中旬に所属所

宛て発出した通知をご確認ください。

・申込確定前に、入力内容に間違いがないか確認しましょう！
　希望健診機関・住所・連絡先は正しく入力されていますか？

　入力内容に誤りがあると、スムーズな受診ができません。

・Web申込み（市町立学校等）では、必ず申込完了メールの受信を確認しましょう！
　メールが届かない場合、申込みが完了していない可能性があります。

○対 象 者

令和８年４月１日現在、35、38、41～44、46～49、51～54、56～58歳及び60歳以上の公立学

校共済組合員で受診を希望する者。（令和７年度末退職者及び任意継続組合員を除く。）

※人間ドックを希望しない場合、学校等設置者が実施する定期健康診断を受診してください。

○助成金額

30,000円

○対 象 者

令和８年４月１日現在、41、46、51、56歳及び61歳の公立学校共済組合員で受診を希望

する者。（令和７年度末退職者及び任意継続組合員を除く。）

○助成金額

15,000円

保健事業キャラクター
コーヘ―くん

保健事業キャラクター
スズちゃん

お　知　ら　せ

ー 15 ー ー 16 ー



人間ドックの健診結果に関するアンケートにご協力ください

小さな注意で大きな怪我を防ごう

　組合員の皆様の健診受診後の対応状況やがん検診の受診状況を把握し、がんを含む健康増

進啓発に係る取組みの参考とさせていただくため、「人間ドックの健診結果に関するアンケー
ト」にご協力ください。

　毎年、多くの公務災害が発生しています。どうしたら防止できるでしょうか。

健康・厚生班　054－221－3131

福祉担当　054－221－3181・3182

・スマホを見ながら移動していませんか

・荷物で視界が遮られていませんか

・階段の昇降や段差は足下に注意していますか

・暗い場所の移動は明かりをつけていますか

・器具の取り扱いは注意が必要だと意識をして使用していますか

・運動の前は準備運動をしていますか

・普段からストレッチなどで、体を柔軟にしていますか

 個人対策

・整理整頓できていますか

・高所作業は複数人で行っていますか

・児童生徒の特性や指導状況等、情報共有していますか

・危険箇所の改善や見える化をしていますか

職場対策

１　概要
　健診受診後の対応状況（要精密・要再検査の受診の有無等）やがん検診の受診状況をお伺い

する内容です。アンケートに特定の個人を識別できる内容を回答する項目はございませんので、

安心してご回答ください。

２　実施期間
　令和８年３月31日（火）まで

３　回答方法
　◆スマートフォンの場合
　右のＱＲコードを読み取り→アンケートページから回答

　◆パソコンの場合

　下記のアドレスを入力→アンケートページから回答

　https://form.run/@kyousai-kenshinkekka2025

お　知　ら　せ
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健やかカラダ通信
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いきいき習慣コラム

鍋に皿を入れ、お湯が沸
いたら皿の上にポリ袋を
置いて加熱！

福祉担当　054－221－3181・3182

洗い物が減り、食材の入ったポリ袋をお湯にぽちゃと入

れて加熱するだけで、数品の料理が１度にできるパック

クッキング。

熱源や水を節約したい災害時はもちろん、日常生活にも

取り入れ、『いざっ』というときに備えましょう。

【用意しておく物】
　　・鍋

　　・皿（鍋に入る大きさ）

　　・耐熱性のポリ袋

・ガスボンベ

・カセットコンロ

・水

ポリ袋 de 

『ツナとコーンのカレー』

加熱：約15分

【ポリ袋に入れるもの】 ２人分
・カレールー

・水

・ツナ缶

・コーン缶

２かけ

１カップ

１缶

１/２缶

ちなみに『ごはん』は
【ポリ袋に入れるもの】 ２人分
・米

・水

１カップ　←　時間があれば、30分程度浸水させる

（無洗米なら洗わなくてＯＫ）

１カップ強

ポリ袋 de 『オムレツ』

加熱：約15分

【ポリ袋に入れるもの】 ２人分
・卵

・小松菜

　（2㎝程度に切る）

・スライスチーズ

・ケチャップ

２コ

１株

１枚

適宜

ポリ袋 de 

『サツマイモ蒸しパン』

加熱：約20分

【ポリ袋に入れるもの】３～４人分
・ホットケーキミックス

・水又は牛乳

・卵

・サツマイモ

　(1㎝の輪切りにする)

１袋(150g)

１/２カップ

１コ

中１本

材料はすべて袋に入れて手でもみ、空気を抜いて袋の口を上方で結ぶ。

米は袋に入れて２回程度洗い、
水を切り、分量の水を入れ空気を
抜き、袋の口を上方で結ぶ。

加熱 + 蒸らし：約25分 + 10分

いきいき習慣コラム
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プログラムの１つ「新聞スピーチ」をご紹介プログラムの１つ「新聞スピーチ」をご紹介

関東中央病院メンタルヘルスセンターでは、休職している
教員に対して、リワーク（職場復帰支援）プログラムを
行っています。

①準備された数紙から今日の一紙を選んで、20分間目を通して気になった記事を１つ選びます。
②その後それぞれ２分間で、記事の要約とどうしてこの記事を選んだのか、記事を読んでみての
感想を発表します。

限られた時間の中で、必要な情報をピックアップして要約し、自分の言いたいことも盛り込んで
収めるのはなかなか大変です。紙の新聞を手に取る機会も少なくなり、ゆっくりと新聞をめくる
時間そのものが貴重だなと皆で実感しています。
スマホやパソコンが表示してくる記事を受け身的に読むのではなく、自ら切り取って選
ぶという作業や、他のメンバーの紹介によって、自分だと気にも留めないような記事に
出会う驚きも新鮮です。

公立学校共済組合
関東中央病院のご案内

直営病院として、組合員の皆様とそのご家族に対する質の高い医療と人間ドックを提供しております。

組合員の特典 組合員及び被扶養者のご利用にあたり、以下の特典がございます。

◆人間ドック ※任意継続組合員の方も対象です

■オプション料金割引

オプション検査は一般料金の約２０％割引です。

■オプション料金補助

以下のオプション検査のうち１項目のみ３ ８５０円の本部
補助が受けられます

・動脈硬化検査 ・内臓脂肪検査 ・骨密度測定検査

・甲状腺機能検査 ・腸内フローラ検査 ・睡眠検査

・肺 検査

■交通費補助

往復交通費の９０％相当額が支給されます。

■夏季以外利用割引

特定繁忙期（７ ２１～８ ３１）以外の日にちでご予約の場
合、腫瘍マーカー 項目を無料で実施いたします。

■受診日前日の宿泊

１日ドック受診日の前日に宿泊ができます。（特定繁忙期以
外、月～木、別途料金）

◆大腸ドック
※任意継続組合員の方も対象です

■交通費補助

往復交通費の９０％相当額が支給されます。

◆特定健診・特定保健指導
※任意継続組合員の方も対象です

■実施料

特定健診・特定保健指導の実施に係る自己負担はありません。

■交通費補助

往復交通費の ％相当額が支給されます。

◆メンタルヘルス
■メンタルヘルス相談（相談 回につき 時間）

相談者 人につき 年度あたり 回まで無料で受けられます。

■オンラインメンタルヘルス相談（相談 回につき 分）

相談者 人につき 年度あたり 回まで無料で受けられます。

■リワーク（復職支援）

職場復帰に向け教員リワーク・プログラムが受診できます。

■交通費補助

往復交通費の ％相当額が支給されます。

◆診療 ※任意継続組合員の方も対象です

■初診

で初診の診察予約ができます。

■再診

初診・再診とも可能な限り優先的に診察します。

■自費診療

各種自費診療の一部は、一般料金の約 ％割引となります。

■交通費助成

入院のために要した当院までの往復交通費の ％相当額を
支給します（上限あり）

■差額室料

室料のかかる病室に入院した場合、料金の約 を共済組
合が負担します。

■文書料金

診断書および証明書等の文書料金の約 を共済組合が負
担します。

◆セカンドオピニオン
■相談料

無料です。組合員およびその被扶養者の方が、セカンドオ
ピニオン相談を利用したときは、相談料は共済組合が負担
します。

関東中央病院 健診センター
電話 内線
受付時間 平日 時～ 時

お申し込み先・お問い合わせ先

関東中央病院 メンタルヘルスセンター
電話 内線
受付時間 平日 時 分～ 時

お申し込み先・お問い合わせ先

メンタルヘルス通信
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公立学校共済組合
関東中央病院のご案内

直営病院として、組合員の皆様とそのご家族に対する質の高い医療と人間ドックを提供しております。

組合員の特典 組合員及び被扶養者のご利用にあたり、以下の特典がございます。

◆人間ドック ※任意継続組合員の方も対象です

■オプション料金割引

オプション検査は一般料金の約２０％割引です。

■オプション料金補助

以下のオプション検査のうち１項目のみ３ ８５０円の本部
補助が受けられます

・動脈硬化検査 ・内臓脂肪検査 ・骨密度測定検査

・甲状腺機能検査 ・腸内フローラ検査 ・睡眠検査

・肺 検査

■交通費補助

往復交通費の９０％相当額が支給されます。

■夏季以外利用割引

特定繁忙期（７ ２１～８ ３１）以外の日にちでご予約の場
合、腫瘍マーカー 項目を無料で実施いたします。

■受診日前日の宿泊

１日ドック受診日の前日に宿泊ができます。（特定繁忙期以
外、月～木、別途料金）

◆大腸ドック
※任意継続組合員の方も対象です

■交通費補助

往復交通費の９０％相当額が支給されます。

◆特定健診・特定保健指導
※任意継続組合員の方も対象です

■実施料

特定健診・特定保健指導の実施に係る自己負担はありません。

■交通費補助

往復交通費の ％相当額が支給されます。

◆メンタルヘルス
■メンタルヘルス相談（相談 回につき 時間）

相談者 人につき 年度あたり 回まで無料で受けられます。

■オンラインメンタルヘルス相談（相談 回につき 分）

相談者 人につき 年度あたり 回まで無料で受けられます。

■リワーク（復職支援）

職場復帰に向け教員リワーク・プログラムが受診できます。

■交通費補助

往復交通費の ％相当額が支給されます。

◆診療 ※任意継続組合員の方も対象です

■初診

で初診の診察予約ができます。

■再診

初診・再診とも可能な限り優先的に診察します。

■自費診療

各種自費診療の一部は、一般料金の約 ％割引となります。

■交通費助成

入院のために要した当院までの往復交通費の ％相当額を
支給します（上限あり）

■差額室料

室料のかかる病室に入院した場合、料金の約 を共済組
合が負担します。

■文書料金

診断書および証明書等の文書料金の約 を共済組合が負
担します。

◆セカンドオピニオン
■相談料

無料です。組合員およびその被扶養者の方が、セカンドオ
ピニオン相談を利用したときは、相談料は共済組合が負担
します。

関東中央病院 健診センター
電話 内線
受付時間 平日 時～ 時

お申し込み先・お問い合わせ先

関東中央病院 メンタルヘルスセンター
電話 内線
受付時間 平日 時 分～ 時

お申し込み先・お問い合わせ先
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提供元： 
(株)フジＥＡＰセンター 

《静岡県教育委員会委託業者》 

ストレス・カウンセリング事業 

 

 
 

 

提供元： 
(株)フジＥＡＰセンター 

《静岡県教育委員会委託業者》 

ストレス・カウンセリング事業 

Employee Assistance Program

ストレス・カウンセリング通信 提供元：
（株）フジEAPセンター
《静岡県教育委員会委託業者》
　ストレス■カウンセリング事業

■今回の相談者 ■相談内容

今回のテーマ：「言ったつもり・伝わったつもりの落とし穴」

～世代による言葉のズレを考える～
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読者からの投稿募集！ アンケートを募集します！

組合員のひろば　
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照明・映像・音楽で、リラックスして受診いただけます

検査室内環境システムと
圧迫感が軽減されたMRI機器で
脳ドックがさらに進化しました

公立学校共済組合 組合員の方は
健診費用の一部補助が受けられます

静岡市葵区東草深町3‐27　静岡市静岡医師会館 1F
●静岡医師会健診センター CT・ＭＲＩ 東草深

医師会健診センター
CT・MRI 東草深［電話受付］月～木 8:30～17:00、金 8:30～16:00、土（月2回・不定期） 8:30～12:00　※祝日除く


